
こどもやその保護者等に寄り添って支援させていただく、身近な相談窓口です

家庭のことで悩んでいたら相談してみよう

身体的虐待
殴る・蹴る・激しく揺さぶる・やけどを負わせる、
外に閉め出すなど

性的虐待
こどもへの性的行為、性的行為や性器を見せる、
ポルノグラフィティの被写体にするなど

放置や養育の拒否（ネグレクト）
食事を与えない、ひどく不潔にする、病気なのに
医者にみせないなど

心理的虐待
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的な
扱い、こどもの前で家族に暴力をふるうなど

主な虐待の種類

こども家庭総合相談
子育てや家庭の問題が少しでも解決し、安心し

て生活ができるよう、こどもやその家庭、妊産

婦に対し必要なサポートをさせていただきま

す。相談者のニーズに合わせて、必要な支援へ

のつなぎや継続した相談を実施します。

児童虐待相談対応
虐待の予防・早期発見のため、こどもの視

点にたち相談支援を行います。

家庭児童相談室
一般家庭での子育ての様々な悩みを電話や

来所等により相談対応いたします。

困難な課題を抱える女性相談支援
DVや離婚、生活困窮等について、身近な相談

窓口として相談支援を行います。

子育て世帯訪問支援事業
子育てに不安や負担を抱える家庭や、妊産婦、

ヤングケアラー等のいる家庭を訪問支援員が訪

問し、家事や育児の支援を行います。

【 電話 】 0296-78-3155（こども政策課）・0296-70-5411（家庭児童相談室専用ダイヤル）

【受付時間】 8：30～17：15 土日・祝日・年末年始を除く

【 場所 】 南友部１９６６－１ 地域医療センターかさま行政棟内

児童虐待の予防
子育てが思い通りにいかない…これって虐待？…悩みを抱えていませんか。

または、まわりに子育ての悩みを抱える方がいたり、虐待かも…という様子が見られたりしていませんか。

気になる親子の様子を見かけたら、声を掛け合い地域で支えあいましょう。

そして、ご本人、地域の皆さんのどんな小さな心配事でも、早めにご相談ください。
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親子関係形成支援事業
こどもとの関わり方や子育てに悩みを抱えた

保護者に対し、講義やグループワークを実施し

ます。親子の関係性やこどもの発達に関する知

識を身につけ、適切な親子関係を築けるよう支

援します。
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子育て短期支援事業(ショートステイ)
保護者の病気やその他の理由により、家庭

でおこさんを養育することが一時的にでき

なくなった場合に、児童養護施設等で一時的

におこさんをお預かりする事業です。
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こども及び妊産婦等のいる家庭の福祉に関し、相談者のニーズに合わせて必要な

サービスを紹介し、関係機関と連携しながら責任をもってサポートいたします。

児童虐待についても、予防・早期発見のために、相談支援を対応していきます。

心配なことがありましたら、お気軽にご利用ください。


